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宮城県土木部港湾課

仙台塩釜港復興だより 創刊号
－港湾は人の心も結んでいます－

平成２３年３月１１日に発生した東日本大

震災により、被災されました皆様に対しまし

て心よりお見舞い申し上げます。

県では、発災直後から、国土交通省、海上

保安庁、自衛隊等の関係機関の協力を得なが

ら、仙台塩釜港、石巻港などの航路、臨港道

路等の応急復旧に努めてまいりました。

その結果、３月１７日の仙台塩釜港仙台港

区高松埠頭への緊急物資輸送船の入港を皮切

りに、油輸送船（塩釜港区）、太平洋フェリー

などが入港しております。

４月１日からは一般貨物船の入港も可能と

なり、自動車運搬船、仙台～名古屋～苫小牧

の定期フェリーが再開されるなど、物流機能

が大きく改善されております。

今後の復興に向けて、県では、仙台塩釜港

をご利用いただく企業の皆様の復興が、真の

港の復興であることから、県の取組方針や進

捗状況をお知らせし、荷主企業様、物流業者

様などのご協力を頂きながら港湾の復興に取

り組みたいと考え、今般『仙台塩釜港復興だ

より』を発刊しました。

◆仙台塩釜港復興会議 開催

仙台塩釜港の早期復興に向けて４月２日

（土）、仙台商工会議所において『仙台塩釜港

復興会議』（主催：宮城県・仙台国際貿易港整

備利用促進協議会・仙台塩釜港振興会）を開

催し、仙台塩釜港の早期復旧に向けて決議し

ました。

●復興会議で挨拶する鎌田仙台商工会議所会頭

◆物流活動再開

・H23.3.17 緊急支援物資船入港 （高松埠頭）

・H23.3.21 石油運搬船入港 （塩釜港区）

・H23.4. 7 自動車運搬船入港 （中野埠頭）

・H23.4.11 太平洋フェリー(株)定期航路再開

・H23.4.16 完成自動車積出開始 （中野埠頭）

●中野３号に入港した自動車運搬船 ４月８日

◆仙台塩釜港の復旧方針

仙台塩釜港仙台港区、塩釜港区の復旧方針

は次のページをご覧下さい。



◆ニュー｢いしかり｣４月１３日就航

３月１３日に就航を予定していた太平洋フ

ェリー(株)のニュー｢いしかり｣が、名古屋～

仙台～苫小牧の定期航路に４月１３日就航し

ました。

入港船舶

○船舶名：新「いしかり」

○船長：１９９．９ｍ

○総トン数：１５，７６２トン

○積載能力：旅客７７７名、乗用車１００台

◆大畠国土交通大臣へ要望書提出

４月１６日、大畠国土交通大臣が東日本大

震災の現地視察を行いました。県庁では、村

井知事が大畠大臣に要望書を手渡し、港湾に

対する国の支援について要望しました。

●４月１６日大畠国土交通大臣へ要望書提出

◆仙台塩釜港湾事務所移転のお知らせ

東日本大震災により県仙台塩釜港湾事務所

が被災し、県仙台土木事務所に事務所機能を

移転しています。

当面、ご迷惑をおかけしますがご協力をお

願いします。

住所：983-0836仙台市宮城野区幸町４丁目１－２

ＴＥＬ：０９０－６８５３－０８３８

Ｆａｘ：０２２－２９６－１５１６

◆関係機関仮事務所（港湾課調べ）

●県石巻港湾事務所

住 所：986-0861 石巻市蛇田字新〆切５番地２

県東部下水道事務所内

TEL 0225-23-7381

FAX 0225-23-7385

●横浜税関仙台塩釜税関支署

住 所：985-0011塩釜市貞山通３－４－１

塩釜港湾合同庁舎内

TEL 022-362-5271

FAX 022-362-5371

●動物検疫所仙台空港出張所

住 所：横浜税関仙台塩釜税関支署に同じ

TEL 022-362-5371

FAX 022-365-3383

●仙台入国管理局仙台空港出張所

住 所：980-0842 仙台市宮城野区五輪１-３-２０

仙台第二法務合同庁舎内

TEL 022-256-6076

FAX 022-298-9102

●(財)宮城県フェリー埠頭公社

住 所：仙台塩釜港湾事務所に同じ

TEL 022-297-4111

FAX 022-296-1516

●仙台臨海鉄道(株)

住 所：仙台市宮城野区宮城野３－２－１

株式会社ジェイアール貨物内

TEL 022-293-1830

◆お知らせ

港湾課では港湾の復旧状況を県庁ホームペ

ージでお知らせしています。ＨＰのアドレス

はこちら→ http://www.pref.miyagi.jp/kouwan/

◆編集事務局

●宮城県土木部港湾課

TEL 022-211-3214

FAX 022-211-3296

E-MAIL：kowanp@pref.miyagi.jp



仙台塩釜港（仙台港区）復旧について

応急復旧により暫定利用可能な状態を目指しています。 早期の本復旧を目指し全力で取り組みます。

被
災
状
況

◆港湾施設等物流機能の復旧支援に関する政府要望内容
◎港湾関係起債事業で整備したふ頭用地及び上屋や荷役機械等及びフェリー埠頭公社が管理する岸
　壁及びターミナルビル等の財政支援を行うこと
◎港湾運送事業者の荷役，運送機械等の災害復旧及び物流関連企業の復興への補助及び無利子貸し
　付け等の財政支援を行うこと
◎臨港地区内事業用敷地及び倉庫等の瓦礫等災害廃棄物の処理について，国が費用負担を行うこと
◎港湾物流に従事する労働者の雇用について復興が完了するまでの期間特別な財政支援を行うこと

中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬
高松ふ頭
中野ふ頭１号 岸壁被災
中野ふ頭４号 荷捌き地不可
中野ふ頭2,3,5,6号
フェリーふ頭１号
フェリーふ頭２号
雷神ふ頭１．２号
高砂ふ頭１号
高砂ふ頭２号 岸壁被災
高砂ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ 電気系統被害状況による
向洋ふ頭

６月
備考

５月
名称

３月 ４月

前期 後期 前期 後期 前期 後期
高松ふ頭
中野ふ頭１号
中野ふ頭２～６号
フェリーふ頭１号
フェリーふ頭２号
雷神ふ頭１．２号
高砂ふ頭１号
高砂ふ頭２号
高砂ｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙ
向洋ふ頭

Ｈ２５年度
備考名称

Ｈ２３年度 Ｈ２４年度

測
量
調
査
・
設
計

災
害
査
定

実
施
設
計
・
発
注

工
事
完
了

復
旧
工
事

○災害廃棄物の早期撤去
生産の基盤回復に努める。

○物流生産機能の早期復旧
被災した上屋・倉庫・運送機械等の早期回復。

臨港地区の早期復旧について

４月1日15:00より一般船舶の入港が可能になりました。
４月８日より自動車運搬船の定期航路が再開しました。
４月１１日より太平洋フェリー株式会社の定期航路が再開しました。



仙台塩釜港（塩釜港区）の復旧について

応急復旧により暫定利用可能な状態を目指しています。 早期の本復旧を目指し全力で取り組みます。

被
災
状
況

中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬
貞山ふ頭１号
貞山ふ頭２～４号
東ふ頭
中ふ頭東西
西ふ頭
千賀の浦観光桟橋
東宮ふ頭

名称
３月 ４月 ５月

備考 前期 後期 前期 後期 前期 後期
貞山ふ頭１号
貞山ふ頭２～４号
東ふ頭
中ふ頭東西
西ふ頭
千賀の浦観光桟橋
東宮ふ頭

Ｈ２５年度
備考名称

Ｈ２３年度 Ｈ２４年度

測
量
調
査
・
設
計

災
害
査
定

実
施
設
計
・
発
注

工
事
完
了

復
旧
工
事

○災害廃棄物の早期撤去
生産の基盤回復に努める。

○物流生産機能の早期復旧
被災した上屋・倉庫・運送機械等の早期回復。

臨港地区の早期復旧について

暫定上下線開通

使用可能岸壁

啓開作業中

４月1日15:00より一般船舶の入港が可能になりました。
３月２１日震災後初の油輸送船が入港しました。
３月２７日最大入港可能船舶５,０００ＫＬ積み油輸送船が入港しました。

◆港湾施設等物流機能の復旧支援に関する政府要望内容
◎港湾関係起債事業で整備したふ頭用地及び上屋や荷役機械等の財政支援を行うこと
◎港湾運送事業者の荷役，運送機械等の災害復旧及び物流関連企業の復興への補助及び無利子貸し
　付け等の財政支援を行うこと
◎臨港地区内事業用敷地及び倉庫等の瓦礫等災害廃棄物の処理について，国が費用負担を行うこと
◎港湾物流に従事する労働者の雇用について復興が完了するまでの期間特別な財政支援を行うこと
◎港湾における防災機能を向上させるため，耐震強化岸壁の整備及び津波避難施設を設置すること
◎海上保安庁の専用岸壁を　国において早急に整備すること


